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このチェックポイントおよび記録用紙は株式会社プロサーブの著作物です。無断使用や第三者への無断提供はお断りします。 

 

Ａ こども家庭庁システム登録    
（１）ＧビズＩＤの取得(全事業者共通) 

１ ２ ３ 

   

（２）アカウントおよび事業者情報の登録 

法定事業者 認定事業者 

４ ５ ６ ７ ８ 

     

（３）システム内での権限設定 

９ １０ １１ 

   

（４）教職員（教職員等)への案内とシステム利用開始 

１２ １３ １４ １５ 

    

（５）対象者の漏れが生じやすいケースの対応 （６）義務付けられている「帳簿の備付け」と「定期報告」 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

      

 

Ｂ 現職者向け:事前説明・確認事項 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

       

 

 

 

 

 

 

 

Ａ こども家庭庁システム登録    
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Ｂ 現職者向け:事前説明・確認事項 
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Ｃ 採用 
（１）募集時の対応  （２）選考・面接時の対応 

１ ２ ３ ４ 

    

（３）内定出し・条件提示の際の対応 

５ ６ ７① ７② ７③ 

     

（４）内定後犯罪事実確認の実施 

８ ９ 

  

（５）確認結果受領後その他の対応 

１０ １１ １２ １３ １４ 

     

Ｄ 就業規則 
（１）服務規律・遵守事項  （２）採用内定取消・試用期間の本採用拒否 

１ ２ ３ ４ ５ 

     

（３）懲戒事由と適正な手続 

６① ６② ６③ ６④ ７ ８ 

      

（４）防止措置の実行根拠(配置転換・自宅待機等) （５）「前科がある」と自己申告してきた場合の取り扱い 

（６）私物検査・持ち込み制限 

９ １０ １１ １２ １３ 

     

 

 

 

 

C 採用 
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  （７）労働条件通知書の記載内容等その他 

１４① １４② １５ １６ １７ １８① １８② １８③ 

        

１８④ １８⑤ １８⑥ １９① １９② ２０ 

      

 

 

 

 

Ｅ 情報管理規程 
（１）基本的事項の確認 

１ ２ ３ ４ ５ 

     

（２）組織的情報管理措置 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

       

１３ １４      

       

（３）人的情報管理措置 

１５ １６ １７ １８ １９ 

     

（４）物理的情報管理措置 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

        

D 就業規則 

 

 

/30 



こども性暴力防止法チェックポイント 記録用紙 

4      
 

このチェックポイントおよび記録用紙は株式会社プロサーブの著作物です。無断使用や第三者への無断提供はお断りします。 

 

（５）技術的情報管理措置 

２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ 

        

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ 個人情報保護  
（１）目的外利用・第三者提供の禁止と秘密保持  （２）漏えい等の重大事態への対応（報告義務） 

1 2 3 ４ ５ ６ 

      

（３）犯罪事実に関する聞き取り 

７ ８ ９ 

   

（４）個人データの確実な廃棄・消去 

１０① １０② １０③ １１ 

    

Ｇ 教育実習 
（１）実習計画と犯罪事実確認の要否 （２）やむを得ず児童等と一対一になる場合 

１ ２ ３ ４ ５ 

     

（３）全校種共通（４）幼稚園  

６ ７ ８ ９ １０ 

     

E 情報管理規程 
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Ｆ 個人情報保護 
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（５）小学校 （６）中学校・高等学校 

１1 １２ １３ １４ 

    

 

Ｈ 未然の防止 
（１）服務規律等の整備・周知（ルールの明確化） 

1 2 3 ４① ４② ４③ 

      

（２）施設・事業所環境整備（死角の排除） 

５ ６ ７ ８ ９ 

     

（３）教育・啓発（対児童・保護者） 

１０ １１ １２ １３ 

    

 

Ｉ 早期発見 
（１）児童の日常の観察・会話（変化の察知） 

１ ２ ３ ４ 

    

（２）相談体制の整備と周知（訴えやすい環境づくり） 

５ ６ ７ ８ 

    

（３）面談・アンケートの実施（能動的な把握） 

９ １０ １１ １２ 

    

Ｇ 教育実習 
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Ｈ 未然の防止 
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（４）学校法人内外での報告のルール化（情報の集約） 

１３ １４ １５ １６ 

    

 

 

Ｊ 対処・調査 
（１）初期対応と安全確保（疑い発覚時） 

１ ２ ３ ４ 

    

（２）保護者・関係機関への連絡・連携  （３）情報・客観証拠の保全 

５ ６ ７ ８ ９ １０ 

      

（４）事実確認（聴き取り）の実施 

１１ １２ １３ １４ １５ 

     

（５）事実の有無の評価と方針決定  （６）関係者への対応・支援、再発防止策 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

      

（７）事実評価困難時の対応と行政報告 

２２ ２３ ２４ 

   

 

Ｋ 研修の実施 
（１）企画・準備フェーズ 

１ ２ ３ ４ ５ 

     

Ｉ 早期発見 

 

 

/16 

Ｊ 対処・調査 
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（２）教材・内容の選定フェーズ 

６ ７ ８ ９ １０ 

     

（３）実施・運営フェーズ 

１１ １２ １３ １４ １５ 

     

（４）記録・評価・改善フェーズ 

１６ １７ １８ 

   

（５）研修項目 未然防止・早期発見関連 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

      

 

（６）研修項目 被害・疑い発生時の対応関連  （７）研修項目 幼稚園・保育所（幼児期・未就学児） 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

       

（８）研修項目 小学校（低学年～高学年） （９）中学校・高等学校 

３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 研修 
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Ｌ 児童生徒・保護者への周知事項 
（１）児童への周知・教育項目（基本） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

      

（２）児童の発達段階に応じた特化項目（生命の安全教育） 

７ ８ ９ １０ 

    

（３）保護者への周知項目（平時・未然防止） 

１１ １２ １３ １４ 

    

（４）保護者への連絡・説明項目（事案・疑い発生時）  

１５ １６① １６② １６③ １６④ １７ 

      

１８ １９ ２０ 

   

M 学校法人特有の「併設事業」の取り扱い 
（１）民間教育事業（放課後児童クラブ、学習塾、インターナショナルスクール等）を併設している場合 

１ ２ 

  

 

L 児童生徒・保護者への周知事項 
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M 学校法人特有の「併設事業」の取り扱い 
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